
１３.パートタイマーの雇用 

 

①パートタイマーを採用した理由 

 

パートタイマーを採用した理由について、全産業で「人手が集めやすいため」とする回

答が３１．３％と最も多く、以下「人件費が割安なため」が２９．７％、「定年退職者を

再雇用するため」が２７．７％と続いている。 

業種別では、「定年退職者を再雇用するため」が製造業計で３２．７％、「人手が集め

やすいため」が非製造業計で３０．１％と最も多くなっている。 

 

第 30図表 パートタイマーを採用した理由（複数回答、業種別） 
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②正規従業員とパートタイマーの職務 

 

正規従業員とパートタイマーの職務については、全産業で「正規従業員と職務が同じパ

ートタイマーがいる」が３５．８％、「正規従業員と職務が同じパートタイマーはいない」

が６４．２％となっている。 

 

第 31図表 正規従業員とパートタイマーの職務 
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③正規従業員との平均賃金の差 

 

正規従業員との平均賃金の差について、全産業で「正規従業員の６割以上～８割未満」

とする回答が３８．５％と最も多く、以下「正規従業員の８割以上」が３０．８％、「正

規従業員と同じ」が１８．７％、「正規従業員の６割未満」が６．６％、「正規従業員よ

り高い」が５．５％と続いている。 

 

第 32図表 正規従業員との平均賃金の差 
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④待遇改善のために実施している方策 

 

待遇改善のために実施している方策について、全産業で「賞与の支給」とする回答が

５２．６％と最も多く、以下「定期昇給の実施」が３９．０％、「手当の支給」が

２７．１％と続いている。 

業種別では、「賞与の支給」が製造業計で５８．４％、非製造業計で４４．１％ととも

に最も多くなっている。 

 

第 33図表 待遇改善のために実施している方策（複数回答、業種別） 
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⑤パートタイマーの就業調整の状況 

 

パートタイマーの就業調整の状況について、全産業で「就業調整をしていない」とする

回答が６０．０％と最も多く、以下「就業調整をしている」が３４．５％、「不明」が

５．５％と続いている。 

業種別では、「就業調整をしていない」が製造業計で５７．０％、非製造業計で

６４．４％とともに最も多くなっている。 

 

第 34図表 パートタイマーの就業調整の状況 
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⑥パートタイマーが就業調整をした理由 

 

パートタイマーが就業調整をした理由について、全産業で「年収が１０３万円を超える

と所得税が発生するため」とする回答が５４．５％と最も多く、以下「年収が１３０万円

を超えると社会保険料が発生するため」が４５．５％、「年収が１０３万円または１３０

万円を超えると配偶者の企業の家族手当の対象外となるため」が２１．６％と続いている。 

業種別では、「年収が１０３万円を超えると所得税が発生するため」が製造業計で

５１．８％、非製造業計で５９．４％とともに最も多くなっている。 

 

第 35図表 パートタイマーが就業調整をした理由（複数回答、業種別） 
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